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介護保険制度に関する緊急要望

町村は介護保険制度施行以来、高齢者に対する必要かつ十分な介

護の提供に懸命の努力を傾注しているところである。

制度も３年目を迎え、町村は第２期介護保険事業計画の策定等に

取組んでおり、高齢化社会に対応した制度を構築するためにも町村

の意見を十分尊重しつつ、今なお山積している課題の解決に向けて

取組む必要がある。

よって、国は下記の事項について、迅速かつ適切な措置を講じら

れたい。

記

１．居宅介護の推進

(1) 保険給付について施設サービスが中心となっているが、介護

保険制度本来の主旨のとおり、被保険者が要介護状態になった

場合においても可能な限り居宅サービスが提供できるよう制度

化すること。

(2) 高齢者が可能な限り自立可能となるよう、介護予防・生活支

援事業等の推進をはかること。

２．介護報酬等について

(1) 次期介護報酬の改定に際しては施設を中心に介護報酬を引き

下げるとともに、平成１５年４月よりも可能な限り早期に実施

すること。

(2) 訪問介護の給付については身体介護、家事援助および両者の

複合型の３類型設定されているが、給付上区分けが困難を極め

ている現状に鑑み、一本化するなど介護報酬について見直しを

はかること。

(3) いわゆる「介護タクシー」の取扱いについては原則制度外と

すること。

(4) 介護支援専門員については要支援者及び要介護者からの相談

等に応じるとともに、その心身の状況に対応した居宅又は施設

サービスを適切に利用できるよう、市町村、居宅サービス事業

者および介護保険施設等との連絡調整など、本来の業務を遂行

できるよう介護報酬を引き上げること。



(5) おむつ代については従来同様に介護報酬に含めること。

(6) 特別養護老人ホーム（新型特別養護老人ホーム）のホテルコ

ストの徴収については、低所得者に十分な配慮を講じること。

(7) 住宅改修理由書作成について介護報酬を設定すること。

(8) 福祉用具貸与の対象種目についても、利用者が希望する場合

は購入可能とすること。

(9) 介護療養型医療施設の看護６：１、介護３：１の人員配置の

報酬は、平成１５年３月３１日の経過期限後は廃止すること。

３．介護基盤の整備について

(1) 市町村介護保険事業計画に基づき介護サービスが適切に提供

できるよう、介護基盤整備については人材の育成・確保等にか

かる支援策を含め十分な財政措置を講じること。

(2) 介護療養型医療施設の入所定員数が市町村の保険料水準に及

ぼす影響が大きいことに鑑み （療養型病床群は）全て医療保、

険の適用とすること。

また当面、介護保険制度で対応するとしても、介護療養型医

療施設の新規指定にあたっては町村の意見を踏まえて行うとと

もに、転換型介護老人保健施設で対応すること。

なお、療養型医療施設の診療報酬引き下げに対応して、介護

報酬も早期に引き下げること。

(3) 施設サービス対象者については要介護１から５までが対象と

されているが、真に施設サービスが必要な者が入所可能となる

よう要介護４・５のみを対象とし、要介護１から３については

家族構成等考慮の上、特に必要と認められる場合のみ入所可能

とすること。

(4) サービス事業者の指定については地元町村と十分協議し、同

意を得た上で指定を行うこと。

４．事務費については要介護認定等に要する費用の２分の１を補填

するよう制度化すること。

また、制度化されるまでの間、従来の事務費交付金の必要額を

全額確保するとともに、要介護認定期間を現行の原則６ヶ月から

原則１年に延長すること。



５．家族介護に対する評価について

(1) 町村においては家族介護に依存する度合いが高いという現状

に鑑み、現金給付の制度化を含め支援策を充実すること。

(2) 同居家族に対する訪問介護に係る基準について、時間規制の

２分の１要件は削除すること。

６．保険料について

(1) 保険料６段階制の周知をはかること。

(2) 第１号保険料にかかる特別徴収の対象範囲（遺族年金、障害

年金等）を拡大すること。

７．国および都道府県による財政補填制度を創設した上で、低所得

者に対する保険料および利用者負担については特別の措置を講じ

ること。

８．財政調整について

(1) 平 成１２年度から平成１４年度までの介護保険料について

は、制度発足前の予測により算定している状況に鑑み、予見不

可能なやむを得ない事情により赤字を計上した市町村に対して

は特別の財政補填を行うこと。

(2) 国の負担２５％のうち５％が調整財源とされているが、調整

財源については２５％の外枠とするとともに、算定基準に介護

保険施設の病床数を加味すること。

(3) 財政安定化基金にかかる財源は国および都道府県の負担とす

るとともに、貸付金の償還期間を延長すること。

９．養護老人ホームおよびグループホーム、特定施設等の施設入所

者に対して住所地特例を適用すること。

10．居宅介護サービス計画のチェック等、町村が給付の適正化のた

めに行う取組みが促進されるよう、国は支援すること。
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